
＜事業のスキーム＞

＜具体的な成果イメージ＞

＜事業の背景＞

○ 原子力災害対策指針では、空間放射線量率等計測可能な

値で表される運用上の介入レベル（ＯＩＬ）が設定され、これ

に基づき緊急時防護措置を迅速に実行できるような意思決

定の枠組みが示されており、その判断材料の提供等のため、

国、地方公共団体等が連携して、原子力災害が発生した直

後から緊急時モニタリングを実施することとしています。

○ また、国は、緊急時モニタリングの結果の集約及び迅速な

共有のための仕組みを整備するとともに、その結果を分かり

やすく公表することとしています。

＜事業の内容＞

○ 緊急時モニタリングを含む環境放射線モニタリングの結果

の集約・共有・公表を効率的に実施できる情報システムを改

修・整備するとともに、必要な時に適切に利用できるよう維

持管理を行います。

○ 緊急時に備え、緊急時モニタリングに必要な資機材等の維

持・管理等を行います。

○ また、緊急時モニタリングの実施に必要な機能を集約した

緊急時モニタリングセンター等の体制の整備・維持を行うと

ともに、体制の強化を図ります。
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